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研究成果の概要（和文）：　国際労働法が、国際公法秩序を構成する重要な要素であって、特殊・自己完結的な法制度
でないことを明らかにした。
　国際労働法は、国際労働機関（ILO）が設定する国際労働基準が中心となり、その実施監視機能により内容が充実す
るが、それは国際法秩序の中に位置づけられてこそ初めて意味を持つことが明らかになった。
　国際労働法は、労働に特化した特殊な国際法ではなく、国際人権法の一部として、国際社会の組織化を担っているこ
とを明らかにした。

研究成果の概要（英文）： The research found that international labour law is an important component of 
the international legal system and that it is not a sui generis system.
 The main body of international labour law is found in the international labour standards adopted by the 
ILO, with its supervisory mechanisms strengthening the effectiveness of its norms, and the legal 
importance of the latter can only be conceived within the context of public international law in general.
 International labour law contributes to the institutionalization of the world community by amplifying 
the contents of international human rights law, hence not as a special branch of law detached from 
general international law.

研究分野： 国際法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
国際労働法という法分野の定義には、従来

一義性がなく、研究者・教員がそれぞれの立
場から任意に用いていた。日本の大学におけ
る講義題目でも、労働抵触法あるいは比較労
働法という定義の方がふさわしいと考えら
れるものを散見する。 
従来、国際労働法（主として ILO が設定す

る国際労働基準）は労働に特化した特別法で
国際法一般としての広がりはもたない、と考
えられてきた。すなわち国際労働基準も、基
準適用に関する監視機構の判断も、個別国家
の個別労働法規や国内司法判断と並列に考
えられる特殊なレジームであると認識する
のである。しかし、ILO の実行や国家慣行を
見ていくと、実際にはそうではないと思われ
る場合が多く、一般的な国際立法・国際行
政・国際司法（準司法）にかなり近づいてい
ることがわかる。そのような状況においては、
国際法体系を構築する正式な要素として国
際労働基準を見ることが、理論的にも実践的
にも必要となってくる。国際労働法は国際法
（国際人権法）であるということを認識し、
体系化することが今までされてこなかった
ことを改め、国際法体系を構築する主要要素
の一つと位置付けることが要請される。 
 
２．研究の目的 
 
 本研究では、個別の国際労働基準について
の総合的研究、国際法定立過程に位置づけら
れる国際労働基準設定手続の評価、ILO 基準
適用監視機構の仕組みとその準司法的機能
に関する研究など、研究代表者が今まで行っ
てきた研究の成果の上に、国際労働法という
学問領域の確立と、国際法学の分野における
本流化を目指すものである。すなわち、一定
の研究業績がある国際労働立法機能と適用
監視機能の研究成果のうえに、国際法とりわ
け国際組織法体系の中で国際労働法が果た
す役割を確認する。すなわち、国際労働法は
特殊なレジームを形成するものではないこ
と、一般国際法が国際労働基準設定および実
施の監視過程に広く及ぶこと、国際法と国内
法の関係において国際労働法が両者に相互
に入りこんでいくものであること（国際法と
国内法が有機的にリンクすること）、日本に
おいては国内裁判所が国際労働法を直接適
用していくことができ、裁判官は国際と国内
の二重機能を果たすこと、逆に国内裁判例は
国際労働法の解釈にも影響を与え、国際労働
立法にも寄与しうること、などを導くことを
意図する。 
本研究は国際労働法という領域を正しく

把握し、国際法体系の中に適切に位置づけ、
国際社会の組織化という文脈において中心
的な働きをしている、という事実を検証する
ことである。国際労働法が、国際公法秩序を
構成する重要な要素であって、特殊・自己完

結的な法制度でないことを明らかにすると
ともに、国際労働基準とその実施監視がもつ
意義を、国際法秩序の中に正しく位置づけ、
ILO 条約や ILO 勧告が、しばしば不適切に認
識されているような、「労働に特化した特殊
な国際基準」ではなく、国際社会の組織化を
一般的に担う国際人権法として中心的な国
際法規であることを明らかにすることであ
る。 
 
３．研究の方法 
 
（１）3 年にわたる研究期間において、研究
代表者がこれまでに行ってきた個別の国際
労働基準についての総合的研究、国際法定立
過程に位置づけられる国際労働基準設定手
続の評価、ILO 基準適用監視機構の仕組みと
その準司法的機能に関する研究などの成果
の上に、理論的研究を行うとともに、ILO（そ
の特徴である三者構成の構成要素である政
府、使用者、労働者、事務局）とのコンタク
トを通じた一次資料分析を行った。 
 
（２）初年度は、既存の多くの国際人権法関
連著作・論文を分析して、国際人権法の国際
法秩序の中の主流化が論議されているのと
同様に、国際労働法の国際法秩序への同化を
検証した。また各種人権条約とその実施体制
と比較することにより、国際人権法としての
国際労働法の位置づけを明らかにしていっ
た。そのために、本研究のテーマに関連する
各種の学会、研究集会（たとえばアジア国際
法学会日本協会の研究会）に参加し、研究進
捗状況を確かめるとともに、新しい知見を獲
得した。 
 
（３）次年度は、国際労働基準の適用の考察
を国際・国内の両側面に関して行い、二つの
レベルが実は相互に交わっていることを明
らかにした。以前参加した（最上敏樹研究代
表）基盤研究（B）「国際法における立憲主義
と機能主義」の共同研究の過程で獲得した知
見、すなわちそこでの結論としての立憲主義
と機能主義の融合という認識に基づき、それ
のひとつの応用として本研究を展開した。ま
た、研究代表者が長年行ってきた ILO 基準実
施監視機構の準司法的機能を再検討（下記発
表論文一覧中、図書などのうち①）しつつ、
ジュネーブ ILO 本部における資料・情報収集
や本部国際労働基準局及びアジア太平洋総
局（バンコク）で、基準担当法務官と意見交
換を行うことにより、最新の国際労働基準適
用実務を研修した。平成 25 年秋にニューデ
リーでおこなわれたアジア国際法学会第 4回
研究大会に出席し、報告を行った。（下記、
学会発表①アジア国際法学会、ニューデリー、
2013 年 11 月 15 日、「国際法強化のための国
内裁判の利用 ― 特に労働事件を取り上
げて」） 
 



（４）国際労働法は国際人権法として国際法
の重要な一部であることを示したのち、規定
対象はたしかに労働という側面に限定され
ているとはいえ、国際法一般の規制が及ぶこ
との立証を行った。国際社会の組織化という
大きい枠組みの中で、機能主義的な側面を持
つ ILO による国際労働基準設定が、実は国際
法立憲化の系譜の中でも重要な意味を持つ
ことを明らかにしていった。国際法の断片化
が言われる中、自己完結的に見える ILO 基準
設定および実施監視制度が実は国際法体系
の中の有効な一部分であり、決して独立して
存在するものではないこと、中央集権的立法
機関、行政・司法機関がない国際法体系にと
って、国際労働法が一つの主要なコンポーネ
ントとして全体の法的統合に寄与している
ことを検証した。平成 26 年 4 月にワシント
ンで開かれた国際法協会・アメリカ国際法学
会合同の研究大会において、様々なセッショ
ンに参加し、とりわけ国際法協会の「ビジネ
スと人権」研究グループのセッションにおい
て、労働基本権とビジネスの関係を議論する
とともに、国際立法過程で国際労働法が重要
な働きをすることを指摘した。また、同年秋
に開かれたアジア国際法学会中間大会（ダッ
カ）及び、国内諸学会、11 月末のジュネーブ
ILO 本部での聞き取り調査において国際労
働法の国際法体系内の位置づけについての
研究を行った。 
 
４．研究成果 
 
（１） 国際労働法の国際法としての生成 
 
① ILO 監視機構の司法機能（判例法形成機

能） 
国際労働基準設定および実施の監視過程

は、優れて一般国際法の技術が用いられるこ
と、国際労働法は特殊なレジームを形成する
ものではないこと、国内司法判断においても
国際労働法が国際法として入りこみうるも
のであること、逆に国内判例は国際労働法の
解釈にも影響を与え、国際労働立法にも寄与
しうること、などを明らかにした。ILO 基準
監視制度はこれからも国際法実現の主要な
手段として機能していくであろうというこ
とが確認された。 

ILO 憲章は 22 条で批准した条約の実施に
関してとった措置を加盟国が定期的に報告
する義務を規定した。そのあとどうするかに
ついては明示的な規定はない。現在の監視機
構は、ほぼすべてこの 22 条と勧告および批
准されない条約についての報告義務を規定
した 19条を根拠規定として成り立っている。
このことは重要な点であり ILO の監視制度
の発展を考えるときの要になる。ILO の監視
機構の働きが ILO 憲章 19 条と 22 条に含意
されていたものと想定すれば、1922 年に初
めて総会において基準適用が審議されたと
き、その委員会は 19 条や 22 条の授権による

活動をしたと意味付けることができる。そし
て、その活動が条約数と批准数の増大により
物理的に不可能になってきたとき、条約勧告
適用専門家委員会が設置されたのもその流
れの延長線上にあるものであって、広い意味
で ILO 憲章によって設置されたと見ること
が可能である。 
 
② 国内司法過程との協働 

ILO の監視機構は、国際労働法上の多くの
「判例法」を積み重ねていくであろうが、こ
こで期待されるのはそれを裏付ける国内法
制度による補強であると考えられる。国際労
働基準、特に ILO 条約は人権条約として個人
（多くの場合労働組合等の集団であるが、強
制労働禁止などの基本権条約の場合は個々
の私人）に直接的権利を付与するので、その
権利が実現されるためにはやはり国内司法
過程において援用されることが必要である。
ILO の監視機構が打ち立てた「判例法」に従
った司法判断を国内裁判所が行うことによ
って、国際法もまたその内容を堅固なものに
するという相乗効果が出てくるのであって、
国内機関による国際法実現の「二重機能」が
強く期待されることが本研究によって明ら
かになった。 

ILO における有権的解釈機関は、憲章 37
条によって国際司法裁判所であるとされて
いる。しかし、加盟国が条約の解釈をめぐっ
て争うときにこの憲章上の規定を利用した
ことは、ILO 設立以来 90 年以上たった今日
までほぼ無いに等しく、実際にはいわゆる監
視機構の判断が実質的な有権的解釈に近い
ものとなってきている。ILO の監視機構は、
純粋法的な判断をする条約勧告適用専門家
委員会だけでなく、政労使三者構成の総会に
おける基準適用委員会という審議機関を経
由し、しかも長年にわたり ILO 条約の適用に
関する判断を行ってくることから、そこで形
成されるいわば判例法的な解釈基準は相当
に完成度が高い有権的国際法解釈であると
いえる。現実に、平成 23 年 4 月 28 日の広島
高裁判決では、日本の国内裁判所が ILO の監
視機構の条約解釈を援用し、判決を下してい
る。 
 
③ ILO 監視機構の充実 

ILO における監視制度は国際法を実施す
るために設けられた制度としては先駆的な
ものであると同時に、今日でも最も実効性の
高い仕組みとして国際法の実現に貢献して
いることが確認された。ILO 憲章を深く読み
込むことにより、もともと明示的に設置され
ていなかった仕組みが時間をかけて整備さ
れていき、国際法的に意味を持つ決定を判例
法形成に似た形で集積してきた。仕組みが出
来上がるまでには、その時々に若干の未開拓
の領域に踏み込む決定がなされてきた。「注
意深くも大胆なイノベーション」（元 ILO 事
務局長）が存在し、それは時の経過という重



みに支えられて正統性を具備するに至った。
国際組織法の慣習法的発展が、国際法の発展
に寄与している。実施の観点から国際法を見
ることの重要性が再確認された。ILO 監視機
構の業績は、国連の下に採択された各種人権
条約に影響を及ぼし、今後も模範を提供して
いくことが確認された。（下記論文①、立命
館法学、「人の国際移動と労働 –国際組織の
役割-」） 
 
（２）国際人権法としての国際労働法、国際
労働法としての労働 CSR の出現 
 
① 国際人権法の中に存在する国際労働法 
 いうまでもなく、国際人権規約の市民権規
約も社会権規約も、一様に労働組合の自由を
定めており、その他多くの人権規定も労働に
関するものを扱っている。その意味で、初め
から労働権は人権の中に入っている。ILO が
設定する国際労働基準も、何らかの形でそれ
らのいくつかの規定に帰属させることがで
きるともいえ、国際労働基準はすなわち人権
である、という命題は自明のことのように見
えるが、それがあまり認識されてこなかった
ことを本研究は自明化した。 
 国際労働法は国際人権法として国際法

の重要な一部であることが確定され、（前出
論文①）規定対象はたしかに労働という側面
に限定されているとはいえ、一般国際法の規
制が及ぶことが認識できる。国際労働基準の
解釈には一般国際法上の解釈規則が適用さ
れ、ILO 条約解釈上の紛争処理については国
際司法裁判所が管轄権を持ち、（2013-15 年に
おける、総会における使用者グループの議論
がこのことを浮き彫りにさせた）、ILO の監
視機構は組織の内部機関であるだけにとど
まらず、国際法執行機関として国際（公）法
益を実現する機能を果たすことが、実証され
た。 
 
② 国際労働法の裾野（労働 CSR） 
国際労働法の法源に関しては、伝統的な国

際労働基準（ILO 条約及び ILO 勧告）だけで
なく、ILO 理事会の宣言、OECD のガイドラ
イン、及び現在発展過程にある企業の社会的
責任（CSR）関連文書も、国際公益の実現の
ための新しいツールになっていること（国際
公法の中に位置づけられる国際労働法を象
徴）が解明された。（下記論文③、企業の労
働 CSR強化の方向性と労使関係の今後の在り
方、公衆衛生）最近出現した労働 CSR は、OECD
や ILOが設定した多国籍企業に関する行動要
綱が代表的であるが、いわゆる国際法的に法
的拘束力のない文書である。しかし、労働 CSR
は今日実質的に規範としての力を持ってい
ることが確認され、特に国際的に活動する企
業にとって無視できない存在になっている
ことがわかった。これら労働 CSR は国際労働
法と重なり合うところが多く、OECD ガイドラ
インやILO三者宣言で一部はすでに国際労働

法として認識されるに至っているとも考え
られる。原初的な CSR において労働法規範
は中心的な位置を占めていなかったが、今日
いろいろな形で発現する CSR には労働基準
が多く含まれていて、最新の総合的な CSR
文書である ISO26000 や、国連の多国籍企業
指導原則においては、むしろ労働基準が重要
な内容になっている。国際労働法のツールと
しての CSR はかなり実定化（ソフトローの
レベルではあるが）されてきているというこ
とが明らかになった。 
国際労働法は伝統的な国際法（条約と慣習

法）の枠組みだけで捉えきれないことがわか
り、CSR はその中で十分に市民権を有するこ
とが確認された。このソフトロー的な展開が、
国際労働法の範疇に入ってくることを認定
したことは大きい成果である。 
 
（３）国際人権法としての国際労働法 
 
人権条約で設置された機構や ILO の基準

実施監視機構は国際調整行政組織として働
くが、それらは設定された規範の実施を監視
していくための組織である一方で、たとえば
ILO 結社の自由委員会は国内の労働委員会
に似た労使紛争の団体的解決の役割を担っ
ている。そこで援用されるのは、国際人権条
約や ILO 条約という、特別国際法としての条
約ではなく、もっと一般的な人権基準である
結社の自由原則という国際法（国際人権法）
原則である。それは狭い意味の労働権に限定
された、特殊なレジームではなく、もっと広
い国際公益の実現を図るものということが
できる。ILO 条約や各種基本的労働権が人権
である限りにおいて、これらの機構は、国際
人権法を実施していく役割を担っているの
である。 
本研究は、個別法領域であるとされてきた

国際労働法を、国際人権法体系に有機的に結
びつけることを可能にした。国際法（就中、
国際人権法）秩序をさらに理論的に精緻化す
することができた。 
 
（４）課題 
  
 本研究の成果は概ね以上であり、初期の学
問状況を打開し、新しい認識を提示すること
に成功したと思われる。ただ、ILO の監視機
構がこの数年使用者グループの執拗な抵抗
にあって、その「条約解釈」権限を問われて
きたことに見られるように、国際労働法の国
際法主流化に対する逆風も、まだ存在し続け
ている。また、国際労働法の新しい「法源」
であるところの労働 CSR にしても、まだそ
のソフトロー的な性質すら完全には確定し
ていない状況で、若干先行きが不透明なとこ
ろもある。しかし、全体の潮流は変わりよう
がなく、国際人権法としての国際労働法の研
究は、さらに続けることが求められる。 
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